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説 明 項 目

Ⅰ 処遇改善加算に関連した取組み

Ⅱ 活用できる助成金

後 半
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寄せられた質問への回答

①配分表をもっと説明してほしい。

②月額賃金改善要件についてもっと説明してほしい。

③賃金改善の方法の周知はどうすればよいのか。

④複数の事業所がある法人のキャリアパス要件Ⅳの人数の取り扱いは。

⑤キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰは何が違うのか。



入力事業所数 2

①事業所名 ○○園（放課後等デイサービス）

1月当たりの

サービス等報酬

算定加算の

加算率（Ⅰ)
加算Ⅳ 常勤人員数

非常勤

（常勤換算）

740,000 13.4% 9.8% 2 人員数 2

1月の加算額 加算Ⅳの1/2 常勤換算 0.6

99,160 36,260 2 社保加入 0

.

②事業所名 □□荘（共同生活援助（介護サービス包括型）

1月当たりの

サービス等報酬

算定加算の

加算率（Ⅱ）
加算Ⅳ 常勤人員数

非常勤

（常勤換算）

1,000,000 14.4% 10.5% 3 人員数 4

. 加算Ⅳの1/2 常勤換算 1.5

144,000 52,500 3 社保加入 0.7

③事業所名

1月当たりの

サービス等報酬

算定加算の

加算率
加算Ⅳ 常勤人員数

非常勤

（常勤換算）

0 0.0% 0.0% 0 人員数 0

1月の加算額 加算Ⅳの1/2 常勤換算 0

0 0 0 社保加入 0

処遇改善加算概略配分表

使用方法：黄色部分を入力してください。 サービス等報酬は円単位で、加算率は取得した加算率を記載し、加算Ⅳは同じサービスの加算Ⅳを記載します。

常勤人数は人員数と常勤で社保に入っている人数。非常勤は人数については実際の人数、常勤換算については換算値を記載し、社保に入っている

人の常勤換算を記載します。 事業所の数だけ記載します。13事業所分ありますが、余分の事業所については記載しなくても結構です。

なお 、本表は参考として概算を示すもので、実際ので配分に当たっては、 それぞれの事業所様の責任でお願いいたします。

①配分表



常勤人員数
非常勤

（常勤換算）

4 1 5 人員数 6

常勤換算 2.1

5 社保加入 0.7 検算

1月当りの加算額 243,160 A 220,055 23,106 243,161

年間加算額 2,917,920

月額賃金要件I 88,760 50% 常勤者全体の額 非常勤全体の額

月額配分額 200,000 113% B 180,996 19,005 → 給与等で配分 200,001

243160から88760 給与年間計 2,400,012

1人当たり（参考） 1人当たり（参考）

給与等月額配分額（1人） 36,199 9,050

給与等年額配分額（1人） 434,390 108,600

（常勤換算1人参考）

法定福利費事業主負担分（該当者の社保15％として算定） C 28,703 1,005 法定福利費月額 29,707

　　　　　　　　　　　　　　　　 （A×15/115） 法定福利費年額 356,489

年配分への繰越（月）（A-B-C） Ⅾ 10,356 3,096

年累計 124,274 37,157 → 年累計（賞与等） 161,431

年間総計（検算） 2,917,932

賞与等1人当たり年間 24,855 17,694

（参考） （常勤換算1参考）

配分率

常勤非常勤の配分

処遇改善加算概略配分表
使用方法：1月の加算額から月額賃金要件Ⅰの間で、

月に配分する金額を決め、月額配分額に入力します。

配分率は、常勤と非常勤への配分率を定めます。

福利厚生費事業主負担分は配分率より定まった額から

引きますので、その分も踏まえて配分率を決めてください。



②月額賃金改善要件Ⅰ

３ 福祉・介護職員等処遇改善加算の要件について
（１）月額賃金改善要件Ⅰ（処遇改善加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善） 【処遇改善加算Ⅰ～Ⅳ】

別紙様式2-2「①月額賃金改善要件Ⅰ」の欄から転記 ○
① 令和７年度の処遇改善加算Ⅳ相当の見込額の１／２ 2,070,246円 ←

○
②

令和７年度の加算による賃金改善の見込額のうち、月額賃金
改善による額 （①の見込額以上となること）

2,080,000円 ←

福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書（令和７年度）

令和６年度の実績か
ら計算された見積値

（年額目安）

１２で除算した172,520円が月々の支給の目安

（サービス等報酬が令和６年度よりも増加した場合に備えある程度余裕をもって設定）
→（一例）加算Ⅳの１／２ではなく、７０％とを目安額（2,898,344円）とし、

月額支給は241,528円
6



（一例）処遇改善加算を各月ですべて支給する場合の手当額の算定
（処遇改善加算の額が50万円）

処遇改善手当
配分額

442,000

配分率 支給額 法定福利費率 法定福利費額

正職員 A 14% 61,880 15.5% 9,591

正職員 B 12% 53,040 15.5% 8,221

正職員 C 10% 44,200 15.5% 6,851

正職員 D 10% 44,200 15.5% 6,851

正職員 E 10% 44,200 15.5% 6,851

正職員 F 8% 35,360 15.5% 5,481

正職員 G 8% 35,360 15.5% 5,481

パート職員 H 4% 17,680 15.5% 2,740

パート職員 I 4% 17,680 15.5% 2,740

パート職員 J 4% 17,680 15.5% 2,740

パート職員 K 4% 17,680 1.0% 177

パート職員 L 4% 17,680 1.0% 177

パート職員 M 4% 17,680 1.0% 177

パート職員 N 2% 8,840 1.0% 88

パート職員 O 2% 8,840 1.0% 88 処遇改善加算の額

合計 100% 442,000 58,256 500,256

↑月額賃金改善額に計上7



③賃金改善の方法の周知

処遇改善加算を算定する障害福祉サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について、処遇
改善計画書を用いるなどにより職員への周知に努めること
（「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（令和７年度分）」８（１））

（３）賃金改善を行う賃金項目及び方法 ○

年 月 年 月 ( 10 )

## ## ## ## （

（当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程）

## 就業規則 ## 賃金規程 ## その他 （ ）

（賃金改善に関する規定内容）※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を抜き出す等すること。

　※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

（上記取組の開始時期） 年 月 （ 実施済 予定 ）

手当（新設）

～ 3令和

②賃金改善を行う

給与の種類
手当（既存の増額） 賞与

令和①賃金改善実施期間

その他 ）基本給

6 6 か月7

30

実施しない場

合、やむを得な

い事情

（例）

・年齢が〇歳以下の若手職員についてのみ基本給の引上げを行う。

・退職者が少なく、事業所の賃金構成の中で定期昇給の実施（基本給の引上げによる対応）による人件

費の増加が大きいことから、定期昇給と一時金の増額により対応する。

④ベースアップの

実施予定
 実施する

③具体的な取組
内容

平成

・福祉・介護職員の基本給の引上げ（引上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定）

　　基本給

　　　月　 給　○○○○～○○○○円の増額

　　　時間給　○○○～○○○円の増額

・その他の職員の基本給の引上げ（引上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定）

　　基本給

　　　月　 給　○○○○～○○○○円の増額

　　　時間給　○○○～○○○円の増額

4

福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書（令和６年度）
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④複数の事業所がある法人のキャリアパス要件Ⅳの人数の取り扱い

法人単位で申請を行う場合、年額440万円の要件を満たす者の設定・確保を行う場合、法人全体

で、一括して申請する事業所の数以上、要件を満たす職員が設定されていればよい。

例えば、５事業所について一括して申請する場合、５事業所のそれぞれに要件を満たす職員を

配置する必要はなく、全体で５人以上要件を満たす職員が在籍していればよい。

・ その際、一括して申請する事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、処

遇改善計画書にその合理的理由を記載することにより、設定の人数から除くことが可能である。

（福祉・介護職員等処遇改善加算に関するＱ＆Ａ問５－２）

9



⑤キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰの違い

キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備す

ることを要件としているが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていない。

一方、キャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又は評価に基づく昇給の仕組みを設けること

が要件である。

キャリアパス要件Ⅲを満たすための昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、

手当、賞与等を問わない。

昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての福祉・介護

職員が対象となり得るものである必要がある。

また、派遣労働者を処遇改善加算の対象とする場合には、当該派遣労働者についても昇給の仕組

みが整備されている必要がある。

10
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Ⅰ 処遇改善加算に関連した取組み

〇 人事評価

〇 生産性向上への取組
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人事評価について

キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組みの整備）
福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づ

き定期に昇給を判定する次のいずれかの仕組みを設けていること
①経験に応じて昇給する仕組み
②資格等に応じて昇給する仕組み
③一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的

な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

人事評価の必要性

● 組織において、人事評価は「能力・実績主義」を成り立たせるものとして、重要な意義

● 処遇改善加算取得のための重要な要素

・ キャリアパス要件Ⅲにおいて、人事評価は「仕組み」の一つとなっている。

・ 他の仕組みの「経験や資格等に応じて昇給」は、設定が困難な場合があり、キャリア

パス要件Ⅲを確実に満たすために人事評価の導入が適切
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人事評価について

「職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で
行われる勤務成績の評価」
「任用、給与その他の人事管理の基礎」

「人事評価」とは

●能力・実績主義の人事管理の基礎となるツール

●職員の側からみた場合は、自らの強み・弱みを把握して自発的な能力向上を促すこ

とにもつながる。 →人材育成の意義もある。

●評価者は、評価の項目等を整理・精選することにより、組織の目標や方向性をあら

ためて認識することができ、被評価者は、職務遂行のために自分が何をしなければな

らないかを理解することができる。

●評価の過程における評価者と被評価者との間のコミュニケーションを通じて、組織

内の意識の共有化や業務改善等にも寄与できる。

これらにより、活力ある職場の実現、効率的な業務運営が図られる。

人事評価
の意義



人事評価の実施における着意事項

● 人事評価は、実際に取っている行動や業務の達成状況を通じて判定するものであり、評価項目
及びその内容等をあらかじめ明示

● 評価を受ける職員自身が、評価を受け身でとらえるのではなく、評価を契機として自ら主体的に
能力向上に取り組んだり、業務の改善等を行うことが重要

そのため、自らの行動や業務の達成状況等を振り返る機会として自己申告を行う。
● 評価後に、評価者は被評価者に対して評価に関する指導・助言を行うための面談を行う。

自
己
申
告

評
価

面
談

面談の留意点
●評価を説明する。評価者が被評価者の発揮した能力や果たした役割
がどの水準にあると見ているかがより明確になり、これを踏まえて次
期に向けて話し合うことにより相互の理解が深まり、被評価者の成長
にもつながる。
●被評価者の気づきを促すために、被評価者からの自己申告等を話し
てもらい、今期を振り返る。
●評価者としての意見等を、客観的な事実に即しつつ説明するととも
に、秀でている点や改善点等について必要な指導や助言を行う。
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(1)
移動・移乗に必要な福祉用具（車イス、杖、補装具、歩行器等）の扱い方に関する
基本的な知識を有し、点検・準備作業を確実に行っている。

(2) 移動ルートを確認し、利用者の安全確保を適切に行っている。

(3) 介助の際、利用者への声かけや安全面での確認を確実に行っている。

(4) 利用者の様子を確認し、無理なく、適切な方法で起居の介助を行っている。

(5) 全介助が必要な利用者について、車イス等への移乗を適切に行っている。

(6) 一部介助が必要な利用者について、車イス等への移乗を適切に行っている。

(7) 利用者のペースに合わせて、歩行の介助を適切に行っている。

(8)
必要な利用者には体位交換を行い、じょくそうなど観察をして、異常を発見した場
合には報告する等適切な対応を行っている。

(9) 移動で使用した福祉用具の安全確認を行い、所定の場所に確実に戻している。

移動・移乗介
助、体位変換

A B C D コメント A B C D 所見

(1) 上司・先輩などの上位者に対し、正確にホウレンソウ（報告・連絡・相談）をしている。 ○

(2) 自分の意見や主張を筋道立てて相手に説明している。 ○

(3) 相手の心情に配慮し、適切な態度や言葉遣い、姿勢で依頼や折衝をしている。 ○

(4) 職場の同僚等と本音で話し合える人間関係を構築している。 ○

(5) 苦手な上司や同僚とも、仕事上支障がないよう、必要な関係を保っている。 ○

(1) 余裕がある場合には、周囲の忙しそうな人の仕事を手伝っている。 ○

(2) チームプレーを行う際には、仲間と仕事や役割を分担して協同で取り組んでいる。 ○

(3) 周囲の同僚の立場や状況を考えながら、チームプレーを行っている。 ○

(4) 苦手な同僚、考え方の異なる同僚であっても、協力して仕事を進めている。 ○

(5) 職場の新人や下位者に対して業務指導や仕事のノウハウ提供をしている。 ○

コミュニケー
ション（適切
な自己表現・
双方向の意思
疎通を図る能
力）

区分 職　務　遂　行　の　た　め　の　基　準
自己評価 会社評価

チームワーク
（協調性を発
揮して職務を
遂行する能
力）

A 常にできている
B 大体できている。（通常）
C あまりできていない。
D できていない。参考：厚生労働省「ジョブ・カード制度 モデル評価シート」

評価シートの一例

15



行った人事評価を用いて、等級（職位）等のグループ毎、点数化又は順位付けし、
昇給対象等を決定（一例）
人件費（処遇改善加算）の財源を考慮し、人員比による増減を設けることも一案

区分 評価 内容 比率（例）

S 特に優秀 求める基準を上回っており他
の模範となる

５％

A 標準より優秀 求める基準に到達している ２０％

B 標準 求める基準におおむね到達し
ている

７５％

C 標準より劣る 求める基準に到達していない
ことがやや多い。

D 標準にはるかに及ばない 求める基準にほとんど到達し
ていない。

評価の反映の一例

16

昇給に反映（一例）
S 処遇改善手当 ＋10,000円
A 処遇改善手当 ＋5,000円
B 処遇改善手当 ＋3,000円
C 処遇改善手当 ＋1,000円
D 変更なし
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生産性向上のための取組について

生産性向上（業務改善及び働く環境改善）のための取組（抜粋）

加算Ⅰ・Ⅱ：生産性向上は、３つ以上うち⑱は必須

⑱現場の課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等）を実施している
⑲５Ｓ活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の
実践による職場環境の整備を行っている

⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑業務支援ソフト（記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。）、情報端末（タブレット端
末、スマートフォン端末等）の導入

㉒介護ロボット（見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等）又
はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器 （ビジネスチャットツール含む の
導入

㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業
務（食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等）がある場合は、いわゆる介護助
手等の活用や外注等で担うなど 、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。

㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、
共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を
通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
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生産性向上ガイドラインの紹介

施設系サービス

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-information.html

厚生労働省が高齢者介護の生産性向上に関する手引きをホームページで公開中

居宅系サービス

https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/index.html

各サービス共通



「生産性向上ガイドライン」の紹介

生産性向上ガイドライン資料を共有し説明

19

生産性向上ガイドライン（共通）R6.pdf
生産性向上ガイドライン（共通）R6.pdf


現場の課題の見える化（課題把握抽出ツールの入力）

各職員に対し、課題把握の視点から調査を実施（アンケート）し、
それを集計して「課題の見える化」を行う。

20
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現場の課題の見える化（課題把握抽出ツールによる集計）

平均値

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

2.0

通所介護 ■していない（0点）■あまりしていない（1点）■ややしている（2点）■している（3点）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ケアに必要な利用者情報（基本情報・ケア計画・利用者の状況等）を把握した上で、利用者宅を訪問しているか

一日の送迎スケジュールを把握し、事業所を出発しているか

送迎スケジュールを速やかに作成しているか

効率的な送迎ルート作成の方法・コツを共有しているか

移動に非効率が生じないよう、適切な送迎ルートを設計しているか

急な送迎スケジュール変更が発生した際にも、忘れず利用者宅を訪問しているか

休憩時間をしっかり確保しているか

送迎の際に利用者への事前連絡を実施するなど、送迎スケジュール遅れが生じないような取組をしているか

移動中の渋滞や事故等で送迎スケジュールが遅れるとき、利用者および事業所へ適切に連絡をしているか

利用者を待たせることなく、受け入れや見送りをしているか

法規制や契約内容、計画書に則ったサービスを提供しているか

利用者及び家族に対して、適切な頻度・手段・内容のコミュニケーションをとっているか

書類作成にかかるフォーマットを規定しているか

訪
問

・
ケ

ア
準

備
移

動
・
訪

問
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
作

成

直
接

ケ
ア

周
辺

業

務

サ
ー

ビ
ス

提
供

職員が課題と感じていることを集約・分析 → 事業所の課題が明確になる
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生産性向上ガイドラインの活用

「課題の見える化」等の手法
が紹介されているとともに、
事例が豊富に掲載されており、
事例を参考に生産性向上に取
り組むことも一案
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生産性向上ガイドラインの活用



Ⅱ 活用できる助成金

〇 助成金の概要

〇 主な助成金の紹介

〇 助成金の活用（注意点）
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職場環境等要件の整備による助成金の活用

内 容 可能性のある助成金

●介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受
講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとす
る者に対する研修、中堅職員に対するマネジメント研修
の受講支援等

●人材開発支援助成金

●子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のた
めの休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

●両立支援助成金

●職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規
職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正
規職員への転換の制度等の整備

●キャリアアップ助成金

●生産性向上のため介護ロボット又はインカム等の職員
間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器の導入

●働き方改革推進支援助成金

職場環境等要件に取り組むことにより、助成金が活用できる場合がある。
いずれも助成金申請の際は、就業規則への規定が必要。



助成金 補助金

主な管轄 厚生労働省 経済産業省、地方自治体

目的 職場環境の改善、雇用の安定等、
厚生労働施策の普及

国や自治体の政策を推進するた
め、その政策に関する事業に取
り組む中小企業を支援

財源 労働保険料 法人税等

募集期間 通年 時期が限定

支給の可否 要件を満たした場合は支給 予算の範囲で不採択となる場合
がある

支給額 比較的少額 比較的高額

助成金は、厚生労働省が、事業主に対して、必要な要件を満たし
申請した場合に支給される。

助成金と補助金の比較

26

助成金の概要



キャリアアップ助成金

コース名 要 件 助成額の一例

①正社員化
コース

有期雇用、無期雇用労働者を正職員に転換さ
せる制度を規定し、転換

１人当たり最大８０万円（要件
あり）

②障害者正社
員化コース

雇用する障害者を正職員又は無期雇用に転換
させる制度を規定し、転換

1人当たり４５万円～１２０万円
（雇用形態、障害の状態によ
る）

③賃金規定等
改定コース

全て又は一部（合理的な理由により区分でき
る場合）の有期契約労働者等の基本給を３％以
上増額改定

1人当たり
５万円（３％以上引上げ）～
７万円（６％以上引上げ）
（中小企業の場合）

④賃金規定等
共通化コース

有期契約労働者等と正社員との共通の職務等
に応じた賃金規定等を新たに規定・適用

１事業所当たり６０万円
（中小企業の場合）

⑤賞与・退職
金制度導入
コース

有期契約労働者等（週所定20時間以上30時間
未満）を対象に賞与・退職金制度を導入し、支
給又は積立を実施

両方を導入 ５６万８千円
（中小企業の場合）

⑥短時間労働
者労働時間延
長支援コース

労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、
収入増加の取り組みを実施（週所定労働時間５
時間以上延長 等）

週所定労働時間を５時間以上延
長：５０万円（２年目にさらに
２時間以上延長：２５万円）

主な助成金の概要
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人材開発支援助成金

コース名 区分 対 象 助成率等

①人材育成
支援コース

人材育成
訓練

●職務に関連した知識や技能を習得させるた
  めのＯＦＦ－ＪＴを１０時間以上行った場
合に助成

経費助成
３０％～７５％
賃金助成
１時間当たり８００円

②教育訓練
休暇等付与
コース

教育訓練
休暇制度

●３年間に５日以上の取得が可能な有給の
教育訓練休暇を導入し、実際に適用した
事業主に助成

●事業主以外が行う教育訓練を受けるために
必要な教育訓練休暇制度が対象（業務命令
により受講させる訓練は対象外）

●計画期間における休暇付与実績が必要

制度導入に対して３０万円を
支給

●経費助成のみ（賃金助成な
し）

③人への投
資促進コー
ス

自発的職
業能力開
発訓練

労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担
した訓練（eラーニング、通信制を含む）
に助成
●自発的訓練とは、労働時間外に労働者の
申し出により実施される訓練

●実訓練時間数が２０時間以上
●事業主の経費補助割合が１／２以上
●資格試験受験料は対象外（受講料のみ）

経費助成
４５％上限
（実訓練時間が100時間未満
の場合、一人当たり限度額７
万円）

●経費助成のみ（賃金助成な
し）

主な助成金の概要
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両立支援等助成金（中小企業のみ対象）※主要なもの

コース名 区分 対 象 助成額の一例

①出生時両
立支援

第１種 男性労働者が育児休業を取得しやすい
雇用環境整備や業務体制整備を行い、男
性労働者が子の出生後８週間以内に連続
５日以上（１人目）の育児休業を取得

２０万円（１人目）
１０万円（２・３人目）

②育児休業
等支援

育休取得
時

育休復帰支援プランを作成し、プラン
に基づき連続３ヵ月以上の育児休業を
取得

３０万円
（１事業主で無期・有期雇用各
１まで）

職場復帰
時

育休取得時の助成対象者が、現職等に
復帰し６ヵ月以上継続雇用

３０万円
（同上）

③育休中等
業務代替支
援

新規雇用 育休取得者の代替要員を新規雇用又は
派遣受入で確保し、かつ育休取得者が
７日以上の育休を取得し現職等に復帰

代替期間に応じた額を支給
最長６ヶ月以上 ６７．５万円

その他、環境整備等に対する加算あり

主な助成金の概要
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両立支援等助成金（中小企業のみ対象）※主要なもの

コース名 区分 対 象 助成額の一例

④介護離職
防止支援

介護休業 介護支援プランを作成し、プランに基づ
き合計５日（所定労働日）以上の介護休
業を取得

４０万円（休業が連続１５日以
上の場合６０万円）
（１事業主１年度５人まで）

介護両立
支援

介護支援プランを作成し介護両立支援制
度の利用（合計２０日以上等）

制度を一つ利用 ２０万円
６０日以上利用は３０万円
（１事業主５人まで）

⑤柔軟な働
き方選択制
度等支援

子を養育する労働者の柔軟な働き方選択
制度（３歳以降小学校就学前まで）を次
の中から２つ以上規定し、そのうちいず
れか１つの制度を利用
①始業時刻等の変更（フレックス、時差
出勤）：合計２０日以上（６カ月間）
②育児のためのテレワーク：同上
③短時間勤務制度：同上
④保育サービスの手配及び補助
⑤子を養育するための有給休暇制度
⑥法を上回る子の看護等休暇（有給
等）：⑤⑥２０時間以上（６ヶ月）

制度利用１人当たり２０万円
（１事業主１年度５人まで）

※10月1日以降変更あり

主な助成金の概要
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主な助成金の概要
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働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進コース）

生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小
企業事業主に助成

労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向け
た環境整備
（成果目標：助成のための要件）

①月６０時間を超える３６協定の時間外・休
日労働時間数を縮減
②年次有給休暇の計画的付与制度を新規導入
③時間単位の年次有給休暇の新規導入
＋有給の特別休暇（教育訓練休暇、病気休

暇、ボランティア休暇等）の新規導入

助成対象となる取組（抜粋）
（取組に要した経費に助成）
※いずれか一つ以上

①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修
③労務管理用ソフト、労務管理用機器の導入
④労働能率増進に資する設備・機器の導入・
更新
※ＰＣ、タブレット、スマートフォン対象外

【助成額】
●上限額：成果目標により２５万円、５０万円から２００万円。そのほか賃金引き上げ
た場合は１５万円から１６０万円の加算がある。
●上限額の範囲で、取組に要した経費の３／４～４／５を支給



１．リフト付き特殊車両

２．お掃除ロボット

３．除雪機

働き方改革推進支援助成金の活用事例

内 容

費 用

リフト付き車両がないため利用者の乗車・下車に時間を要していた。
⇒ リフト付き特殊車両導入により送迎に要する時間が短縮された。

２００万円 ⇒ 助成額１６０万円 （4/5助成）

内 容

費 用

部屋が広いため、掃除機での清掃に相当な時間を要していた。
⇒ お掃除ロボットで夜間掃除することにより、日中の職員による

清掃時間が大幅に短縮された。

４０万円 ⇒ 助成額３２万５千円 （4/5助成）

内 容

費 用

施設の駐車場の除雪を人力で実施しており時間を要していた。
⇒ 除雪機の導入により、省力化及び時間短縮が図れた。

１００万円 ⇒ 助成額８０万円 （4/5助成）
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助成金は、国が推進する労働環境の整備等に取り組む事業者に対し、

その取組を支援するもの。

→助成金の受給を目的とすることは本末転倒

【助成金の注意点】

● 今回の説明は概要であり、各助成金には様々な要件がある。

● 取組前に実施計画等の提出が必要なものもある。

● 助成金は、年度の予算枠の関係で期限前に終了する場合がある。

● 助成金は、改正・廃止されることがある。

助成金の活用（注意点）
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● 助成金受給のためには、適正な人事労務管理が前提となる。

〇 就業規則整備

〇 労働時間管理（出退勤時間の管理、出勤簿等の整備）

〇 適切な賃金支払い（特に時間外手当の時間単価の計算）

〇 帳簿の整備（特に賃金台帳） 等

● 法令遵守されていることが必須である。

〇 雇用保険、社会保険の適切な加入

〇 労働保険料の滞納がない

〇 過去３年間に助成金の不正受給がない 等

助成金の活用（注意点）
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１ 専門家による訪問サポートの概要①

●対 象

●費 用

●回 数

●支援内容 専門家のサポートを希望する事業者を訪問し、福祉・介護職員等処

遇改善加算の取得に必要な助言を行います。（Webでの対応も可能）

仙台市に所在する障害福祉サービス事業所、施設等で、

①加算未取得の事業所

②より上位区分を目指す事業所

③事業所内の制度の整備やキャリアパスの見直しを図りたい事業所

など20事業所程度

無料

３回程度
36



１ 専門家による訪問サポートの概要②

●相談内容

●支援期間 受付後から令和８年３月2１日

・処遇改善加算制度の説明

・処遇改善加算取得のための実施事項の説明

・キャリアパスの見直し

・就業規則、賃金規程の見直しに関する相談

・人事労務管理に関する相談

・活用可能な助成金の相談 など
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２ 支援事業への申し込み要領

申

込

ホームページからの
申し込み

メールやFAX
による申し込み

①
受
付
の
連
絡

⓷
担
当
専
門
家
と
日
程
の
調
整

第
１
回
目
の
訪
問

②
対
象
事
業
所
か
否
か
及
び

担
当
専
門
家
の
連
絡
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３ 訪問要領③

①課題の確認

②事業所の現状分析

③加算取得の目標の

検討・設定

④目標の加算の取得

に向けた検討事項

の確認

第１回目 第２回目

①加算取得に向けた

規則整備

②職場環境の改善

要領

③人事施策等を踏ま

えた配分要領の検討

第３回目

①改正内容の確認

②計画書の作成要領

③助成金の活用

④事業所のイメージ

アップの方法
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３ 訪問要領フォローアップ

①課題の確認

②事業所の現状分析

③加算取得の目標の

検討・設定

④目標の加算の取得に

向けた検討事項の

確認

第１回目 第２回目

①加算取得に向けた

規則整備

②職場環境の改善

要領

③人事施策等を踏まえ

た配分要領の検討

第３回目

①改正内容の確認

②計画書の作成要領

③助成金の活用

④事業所のイメージアッ

プの方法

計
画
書
の
作
成
・提
出

フォローアップ

40



終わりにあたって

福祉・介護職員等の皆様が、誇りと希望をもっ
て、安心して働き続けられるよう、私たちは支援
してまいります。

処遇改善加算や加算に関連する労務管理など、
お気軽にご相談ください。
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